
公共事業にかかる関係権利者の方で、移転先を確保することが困難な方については、

公共事業のための割当の範囲内で、都営住宅及び公社住宅への入居をあっせんしています。

なお、入居にあたっては、別途、JKK東京による入居審査があります。

公営住宅のあっせん

都営住宅の例

写真１ 写真２

公社住宅の例

※JKK東京より※東京都住宅政策本部HPより


